
(居室の天井の高さ、床
の高さ及び防湿方法)

建築材料

(法第３７条)

令第２章第２節

令第３章第２節
(構造部材等) (令第３７条)

構造部材の耐久

（令第２２条）

及び防湿方法
居室の床の高さ

防湿方法

構造耐力上主要な部分

床の高さ

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 設計基準強度Ｆｃ：２４Ｎｍｍ2以上

スランプ:１８ｃｍ以下

ＳＤ２９５

腐食、腐朽、摩損のおそれのあるものに腐食等防止の描置

基礎
(令第３８条)

支持地盤の種別及び位置

基磋の底部の位置

木くい及び常水面の位置

基礎の種類

鉄筋

基確の底部に作用する荷重の数値,算出方法

砂質地盤(ＧＬ－0.5ｍ)

鉄筋コンクリート造べた基礎

地盤面からの深さ：ＧＬ－１００、根入れ：GＬ－３００

地盤の許容応力度 ３０ｋＮ／㎡

対象外(木くい無し)

主筋：Ｄ1３、 立上り・底盤・開口補強筋：Ｄ１０

屋根ふき材等

(令第３９条)

はり等の横架材

地盤調査

(令第３８条)
地盤改良

２階建てのすみ柱

地盤調査

中央部付近の下側に耐力上支障
のある欠き込み

柱断面の欠き取り(1/3以上)の有無

該当なし

１／３以上欠き取る場合は適切に補強

欠込み：無し

ＳＷＳ試験

（令４４条）

継手・仕ロ
(令第４７条)

構造耐力上必要
な軸組

(令第４６条)

筋かいの断面

筋かいの欠き込み

第１項

筋かい端部

耐力壁両側柱頭 ・柱脚

その他の柱頭・柱脚

小屋組の接合方法

第３項 床組・小屋ばり組の火打、

構造用合板 等、振れ止め

４５ｘ９０

主要な梁せい：スギ(１２０×１２０～２４０)

小屋ばり組：火打ちばり(木製)、振れ止め：設置

かど金物(ＣＰ－Ｌ)等

たるき－軒桁接合：ひねり金物ＳＴ－１５

緊結方法：筋かいプレート(ＢＰ２等)

原則欠き込み無し

床組：構造用合板(厚)２４

火打土台：スギ(４５ｘ９０)ユニットパス、土問床部分は路く

耐風性向上のための接合部仕様

小屋東一小屋ばり・小屋束一もや接合：かすがいＣ１２０両面打ち

たるき一もや接合:鉄丸くぎ２－Ｎ７５ ２本斜め打ち

筋かい

防腐措置等
(令第４９条)

鉄鋼モルタル下地等の防水措置

構造上主要な部分の柱、筋かい、土台

該当なし

地面から１ｍの範囲で防腐・防蟻処理

フック有

Ｚマーク表示金物又は同等認定品

Ｚマーク表示金物又は同等認定品

基準風速：３４ｍ／ｓ

Ｚマーク表示金物又は同等認定品

樹種：Ｊ３(スギ)

添付:Ｎ値計算書

項目 小項目 仕様 備考

コンクリート JIS

鉄筋 JIS

防湿ポリエチレンフィルムｔ=０．１ 気密パッキン施工

令第３革第４節の２

防火構造

控え壁なし
建築用コンクリートプロックＡ種

壁内部：縦横に８０ｃｍ間隔にＤ１０配置
横筋：壁頂・基礎強筋、縦筋：壁端部、隅角部 Ｄ１０

端部はかぎ状に:折り曲げ、交差する鉄筋にかぎ掛け

(補強コンクリート
ブロック造)

塀(令第６２条の８)

屋根(法第２２条)

相造方法
材料の種別
壁の厚さ

補強筋端部

150

延院のおそれのある
部分

・平12建告第1460号の表(1)～(3) ・Ｎ値計算による

平１２建告示第1460号

項目 小項目 仕様 備考

塀の高さ１２００

居室の内装

鉄丸くぎＮ３８ １５０ピッチでたるきに固定
改質アスファルトルーフィング９４０(２２ｋｇ)

外壁(法第２３条)
軒集(令第１０８条)
内装材

仕上

野地板

防水紙
仕上
仕上

構造用合板特類 厚１２

※ブロック塀を新設する場合の表記方法

別添参照：ＳＷＳ試験結果に基づく
地盤調査報告書

補強筋

λ＝√12×l／d
d：柱小径

(令第４５条)

住宅屋根用化粧スレート葺き

Ｚマーク表示金物又は同等認定品

(必要な場合)たすき部補強：両面から短冊金物(Ｓ)当て六角ボルト

(Ｍ１２)締め、スクリューくぎ（ＺＳ５０)打ち

※設計方法を○で選択

６３０(直下の地面(ＢＭ：４００)から)

■仕様表２

ビニルクロス
集成材

化粧石こうボード

全てＦ☆☆☆☆ 全ての居室
(令第２０条の７）

ふすま紙
内装・収納ドア
洗面化粧台
キッチンセット
接着剤

フローリング

給排水能設備

居室の換気

吐水口空間を有効に確保する

管径は、上下水道局の基準による
排水勾配：１／１００以上
地中埋設管：防食テープにて処理
排水管：硬質塩化ビニル製排水管
排水桝：コンクリート製桝、硬質塩化ビニル製桝

住戸内：架橋ポリエチレン管
敷地内：耐衝撃硬質塩化ビニル管
引込：ステンレス管

全てＦ☆☆☆☆

便所に設置） 各居室に給気口設置

規則で定める規定
特定行政庁が条例、

換気設備

法第４０条
法第４１条

設備
(令第１２９条の２の４)

(令第２０条の８)

天井裏等(合板、構造用合板、収

機械換気設備の構造

排水管材料

水栓
ー

給水、排水その他の配管

納内部、石こうボード）

昇降機以外の建築設備の構造方
法(令第１２９条の２の３)

建築設備の構造強度

給水・給湯管材料

する平１２建告第１３８８号および同左第５改正
(平２４国交告第１４４７号）の構造方法に従い設置

第３種機械換気設備 ８０㎡／ｈ ×２基(１、２階

台所はレンジフードによる(換気量611.0ｍ3／ｈ)
Ｈ＝１０または換気ガラリ設置

全ての天井裏等

平２５国住指第４７２５号(給湯設

技術的助言）
備の転倒防止に係る技術基準の改正

内装ドアにはアンダーカット

※円滑な審査のために添付することが望ましい。

窯業系サイディング 厚１８ 通気工法 防火構造(PC030BE-9201)

不燃材料(NM-4863)

繊維混入ケイ酸カルシウム板(厚)１２ ＥＰ

図 面 Ｎ Ｏ

縮 尺

工 事 名

備 考

図 面 名○○センター建築設計事務所
一 級 建 築 士 事 務 所 ○ ○ ○ 知 事 登 録 第 ○ ○ ○ ○ 号
一 級 建 築 士 ○ ○ ○ ○ 大 臣 登 録 第 ○ ○ ○ ○ 号

建築 次郎

一級建築士事務所
熊本 太郎 邸 新築工事

0-3

※この仕様表を添付することで、図面の書き込みを省力化することができる。

ＴＥＬ ０９６－○○○－○○○○

ＦＡＸ ０９６－○○○－○○○○
熊本市中央区水前寺６丁目３２番１号

仕様表２ 建築基準法関係

令第３章第３節

土台及び基礎

(令第４２条)

柱の小径

(令第４３条)

木材
(令第４１条) 木材の規格(ＪＡＳ)または等級

柱脚の固定方法

土台の固定方法
聚結、柱から２００以内に設置(設置間隔：２７００以内)

耐力上の欠点のないこと

アンカーボルト（Ｍ１２）＋座金(厚)４,５×４０角Ｘ１４φにより
Ｚマーク表示金物又は同等認定品

土台１２０ｘ１２０(ヒノキ、無等級材)を設ける
(木構造)

屋外に面する部分のﾀｲﾙ等の緊結方法 該当なし

※瓦屋根の場合の表記方法

屋根ふき材の固定方法 スレート瓦 全数釘固定

和瓦 平部:全数釘固定、 棟部:ねじ固定、軒・けらば:ねじ３本固定

基礎断熱材（外気に接する部分）

200 200

150150

150
底盤厚

腹筋 D10 SD295

▽GL

地上高さ
450

300
根入れ深さ

下段 D13@300 SD295
上段 D13@300 SD295
底盤補強筋

せん断補強筋
1-D10 @300 SD295

1-D13 SD295
上端主筋

1-D13 SD295
下端主筋

フック有

気密パッキン

基礎断面詳細図 S＝1/20 （令第38条）

した表計算ツールの出力
横架材問距離

結果のde値

１階 柱小径１０５ ≧de:105mm OK

２階 柱小径１０５ ≧de: 79㎜ OK

横架材、柱材、筋かい等、その他：無等級材

基礎断面詳細図参照

通し柱、又は同等の補強

基礎断熱工法

建築物に設ける昇降機以外の建築設備の安全設置に関

三号

有効細長比λ(最大値)

∴柱の有効細長比λ＝９１．９＜１５０ OK

∴柱の有効細長比λ＝８９.０＜１５０ OK

l：座屈長さ＝横架材相互間内法

１階 柱小径１０５、 横架材相互間内法（座屈長さ）２７８６

２階 柱小径１０５、横架材相互間内法（座屈長さ）２７００

第４項 壁量基準（耐震・耐風) 筋交い（４５ｘ９０)、準耐力壁（石膏ボード） ※別図による 図面0-10、図面0-11

押出法ポリエチレンフォーム３種bA 50mm

別添2参照：新しい壁量等の基準に対応

がけ（県条例第2条）


